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近畿厚生局長　殿

　下記のとおり、再生医療等を提供したいので、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第４条第１項
の規定により再生医療等提供計画を提出します。

記

1　提供しようとする再生医療等及びその内容

提供しようとする再生医療等の名称 皮膚の萎縮や加齢による老化や光老化に対する自己培養真皮
線維芽細胞を用いた治療

再生医療等の分類

□ 第一種 ■ 第二種 □ 第三種

【判断理由】
以下の理由により、本再⽣医療等提供計画にて提供する再⽣
医療等を第⼆種再⽣医療等と判定した。
・政令の除外技術でなく、⼈の胚性幹細胞／⼈⼯多能性幹細
胞／⼈⼯多能性幹細胞様細胞のいずれでもなく、遺伝⼦操作
を⾏わず、かつ動物の細胞も利⽤しない。
・投与を受ける者の細胞であり、真皮線維芽細胞を利⽤し、
培養を⾏っている。

再生医療等の対象疾患等の名称 皮膚の萎縮、加齢性変化、光老化

計画番号 PB5250043（受理） 
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